
退職者への説明必須！
DBのポータビリティ
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移換元

移換先

○企業年金制度におけるポータビリティとは、加入者の転職等に伴い、旧制度から新制度へ年金資産を持ち

運ぶことで、将来の年金受給を可能とする仕組みです。

〇年金資産を他の制度に移すことを「移換」、他の制度から年金資産を受け入れることを「受換」と呼びます。

１

（ポータビリティ）

将来の
年金受給

○DBの中途脱退者（資格喪失時に脱退一時金の受給資格がある方）は、脱退一時金の受給に
代えて、他の年金制度に年金資産を移換することが可能です。

１．ポータビリティ制度とは



ポータビリティには次のようなメリットがあります。

〇退職時点で年金の受給資格がない方にも、退職時の脱退一時金相当額を原資として、将来の
年金受け取りに結び付けることができます。

〇脱退一時金を受け取るときにかかる税金に関し、退職所得控除額計算用の勤続期間がポータ
ビリティ前後で通算されるため、退職所得控除をより多く受けることができる可能性があります。

２

下記の条件をすべて満たす方について、ポータビリティが可能です。
この条件を満たす対象者を「中途脱退者」と呼びます。

〇加入者の資格を喪失した者

〇脱退一時金を受ける要件を満たした者※（＝老齢給付金を受ける要件を満たさない者）

※定年到達により資格喪失された方でも、加入者期間が所定の年数を満たさない場合は「中途脱退者」として判定されます。

２．ポータビリティのメリット

３．ポータビリティの対象者
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DBから移換が可能な年金制度は以下のとおりです。法令により、移換の条件が定められています。

他の制度
移換できる条件

条件 移換の申出期限

企業年金連合会 無条件

移換元制度の加入者資格
喪失後１年以内

個人型ＤＣ
（iDeCo）

個人型ＤＣの加入者であること
（これから加入者となる方を含む）

企業型ＤＣ 移換先の企業型ＤＣの加入者であること

ＤＢ
（基金型・規約型）

移換先のＤＢの加入者であり、移換先のＤＢ
規約にＤＢからの受換を規定していること

厚生年金基金
移換先の厚生年金基金の加入員であり、移
換先の厚生年金基金規約にＤＢからの受換
を規定していること

①、②のいずれか早い日

①移換元制度の加入者資
格喪失後１年以内
②移換先制度の加入員資
格取得から３カ月以内

４．移換先となる他の制度

※DC・・・確定拠出型年金
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厚生労働省通知※では、ＤＢを実施する事業主が中途脱退者に説明すべき事項が定められています。
中途脱退者が発生した際には下記の事項についてご説明ください。

※企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則について（平成30年1月11日年企発0111第1号）

①移換申出期限

②脱退一時金相当額及びその算定基礎期間（開始日・終了日を含む）

③移換に関する選択肢
中途脱退者の脱退一時金取扱方法の選択肢をご確認ください。

④連合会（通算企業年金）や個人型DC（iDeCo）の制度概要（手数料・連絡先等含む）
各「連合会ＨＰ」や「iDeCo公式サイト」をご参照ください。

⑤規約で定められている移換に関する取扱い
規約に定められている移換に関する取扱いをご確認ください。

⑥脱退一時金を受給した場合は、退職所得扱いとなること
退職に伴い加入者の資格を喪失した方が脱退一時金の受給を選択する場合、退職所得の取扱いとなり退職
所得控除額が適用されます。

⑦本人拠出相当額がある場合、移換先での給付時に課税対象になること
DBでは、本人拠出相当額（掛金の本人負担額）は、拠出時に課税・給付時に非課税の取扱いとなります
が、厚生年金基金またはDCへ移換した場合、当該移換先における給付時にも課税されます。

説明すべき事項

５．中途脱退者への説明義務
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中途脱退者へ提示いただける説明資料として『ご退職者様向け説明資料 「退職金 受取方法について」』
をオンラインサービスに掲載しておりますので、ご活用ください。
オンラインサービスのトップ画面の「ツール」－「ツール一覧」からダウンロードが可能です。

５．中途脱退者への説明義務



******退職等によりＤＢ制度を資格喪失（中途脱退者に該当）

事業主等による説明・中途脱退者の意思決定

他制度への移換を希望しない

(例)
◆本人が脱退一時金を受取る
◆繰下げし、期間満了後に年金もしくは
一時金として受取る
（繰下げが可能な場合）

他制度への移換を希望する

退職等によりDBの資格喪失をする中途脱退者が移換を選択するまでの流れは次の通りです。

DBオンラインサービスで「資格喪失」・「給付額計算」
の手続きを実施ください。

(例)
◆企業年金連合会へ移換する
◆個人型DC（iDeCo）へ移換する
◆再就職先の制度へ移換する
（企業型DC、DB、厚生年金基金）

中途脱退者は、移換の意思決定後、移換元（退職する会企業）へ移換希望の申出を行うとともに、
移換先（運営管理機関や再就職先）から必要書類を取り寄せます。※

※企業年金連合会への移換の際は、中途脱退者による書類の取り寄せはありません。

６

６．中途脱退者が移換を選択されるまでの流れ（資格喪失～意思決定まで）



①

②

②移換先（ＲＫ）から「移換指示通知書」「移
換資産通知書」（受換承諾の連絡）を受け、
「移換資産通知書」を脱退一時金相当額の移換
日（振込予定日）の５営業日前までに到着する
よう、移換先（ＲＫ）へ提出します。

※RK（レコードキーパー）：記録関連運営管理機関※

「移換資産通知書」に記入する移換日（振込予
定日）は移換先と移換元の手続き期限を確認の
うえ、設定してください。

①中途脱退者が直接、移換先（運営管理機
関）から取り寄せした移換書類の提出を受け、移
換可否を判定します。
次のいずれも満たしている場合、移換可と判定します。

・中途脱退者に該当すること。
・申出日が移換期限（加入者資格喪失日から１年以内）
を経過していないこと。

７

７．移換手続きの流れ（例）iDeCoへの移換



③

③移換先（ＲＫ）からの受換承諾の連絡を
確認のうえ、移換日（振込予定日）の１４
営業日前までにオンラインサービスにて「脱退一
時金相当額移換決議書／通知書／指図
書」を作成し、送信します。

手続きの詳細につきましてはDBオンラインサービスに掲載の
「中途脱退者の移換事務のしおり」をご確認ください。
移換先への提出書類に関するご不明点は、移換先の運
営管理機関へお問合せください。

８

④

④CPBSでのお手続き完了後、「脱退一時金
相当額移換通知書」等各種帳票が出力されま
すので、処理結果の確認を行い、中途脱退者
へ移換通知書を送付します。

７．移換手続きの流れ（例）iDeCoへの移換（のつづき）



９

８．全体のまとめ

●企業年金制度におけるポータビリティとは、加入者の転職等に伴い、旧制度から新制度へ

年金資産を持ち運ぶことで、将来の年金受給を可能とする仕組みです。

●ＤＢの中途脱退者（資格喪失時に脱退一時金の受給資格がある方）は、脱退一時金

の受給に代えて、他の年金制度に年金資産を移換することが可能です。

●ＤＢを実施する事業主は、中途脱退者へポータビリティの選択肢があることおよびその留

意点等について説明する必要があります。

●移換元の事業主は、中途脱退者の移換希望を受け、移換元側の手続きと、移換先への

手続きを行う必要があります。（両方のお手続が完了していない場合は、お手続きのやり

直しもしくは移換時期が遅くなる可能性があります。）

●移換先の制度ごとに、手続きの流れが異なります。オンライン操作マニュアルや事務のしお

りをご確認ください。

●オンラインサービスの操作のご不明点はＣＰＢＳ（０１２０－３０－１０６６）あてに

ご照会ください。



アンケートへのご協力をお願いいたします。

視聴された動画右横の「アンケート」リンクをクリックのうえ、
ご回答をお願いいたします。

（１分ほどで完了する簡単アンケートです。）


